
令和6年度大阪府市民後見人養成講座
オリエンテーションを開催しました！

令和6年6月8日(土)標記オリエンテーションを開催しました。
東大阪市と合同で開催し、２５名の方にご参加いただきました。
うち、八尾市から参加の方は6名でした！

ご 報 告

八尾市社会福祉協議会 権利擁護センター「ほっとネット」

活動報告発表の様子

基礎講習受講への申込期間は、令和６年８月９日(金)まで(必着)です。
オリエンテーション参加の方の中で、申込みをお悩みの方は、
まずは基礎講習を受講してみてください！！

▲活動報告をして
くださったHさん

講演の様子

徳村 初美先生(大阪弁護士会 弁護士)による「成年後見制度
の概要」についての講義が行われました。
市民後見人の役割などについて事例等も用いて、わかりやすく
ご説明いただきました。

今年度は東大阪市主催により、東大阪市で
市民後見人活動をされているHさんが活動報告
をして下さいました。
被後見人と同じ目線に立ち、寄り添った支援

をされているHさんの貴重なお話を聞かせてい
ただきました。

被後見人とHさんが築い
た素敵な関係性が、参加者
に伝わった報告でした。

～ 活動報告 ～

～皆さまのお申込みを心よりお待ちしております！～

～ 制度の概要 ～
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